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令和５年度 創造的イルミネーションイベント実施業務委託 

業務説明資料 
 

１ 件名                                           

令和５年度 創造的イルミネーションイベント実施業務委託 

 

２ 履行期限                                         

契約の日から令和６年３月 29 日（金）まで 

 

３ 履行場所                                         

・新港中央広場（中区新港 1-5） 

・メインビューポイントとなる横浜港大さん橋国際客船ターミナル屋上デッキ（以下、大さ

ん橋屋上デッキ）（中区海岸通 1-1-4）を中心とした横浜都心臨海部（実行委員会が指定す

る場所） 

 

４ イベント実施にあたっての重要な視点                            

(1) 脱炭素の取組 

業務全体の中で脱炭素や再生可能エネルギーの活用に取り組んでください。 

当実行委員会として、新港中央広場における電気自動車等次世代自動車の活用（Ｐ４、(3)

ア参照）を検討していますので、それを踏まえた提案をしてください。また、太陽光パネル

や蓄電技術の活用・植物による発電等その他環境に配慮した取り組みについても提案してく

ださい。 

カーボンオフセットについては、協力企業となる脱炭素パートナーを選定して交渉し、実

施してください。 

 

(2) 体験型コンテンツの取入れ 

子どもも楽しめる体験型のインタラクティブな仕掛けを実施してください。 

 

５ 業務価格（上限）                                     

  129,000 千円（税込） 

 

６ 業務内容                                         

(1) 当イベント制作業務のクリエイティブディレクション 

ア 委託業務の範囲に関わる演出の制作に必要なディレクション業務 

クリエイティブディレクターを据え、当業務で実施するイベントの演出企画やディレク

ションを行います。 

当業務の統括責任者を置き、業務内容全体を統括的に管理します。契約締結から履行期

間終了まで、横浜市庁舎等において、委託者との打ち合わせを制作スケジュールにあわせ

て適宜行います。また、当業務で必要となる関係機関との協議・調整や各種手続きを行い
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ます。 

イ イベント全体のロゴやキービジュアルの制作 

イベントのロゴ、イメージパース（４点）、キービジュアルを作成し、８月 18 日(金)ま

でに委託者に提出してください。広報物の制作進行に影響するため、提出期限は厳守して

ください。 

・イメージパースは、下記の４つのアングルでそれぞれ１点作成すること。 

- 新港中央広場のアイレベル 

- 新港中央広場の鳥瞰 

- 光のオブジェ 

- 大さん橋屋上デッキをビューポイントとする、みなとみらいから山下公園までの時間

限定の演出のイメージ（広報素材としての利用を想定し、みなとみらい側と山下公園

側で分割できるようにすること） 

・キービジュアルは、ロゴやイメージパースを使用し作成すること。 

 

(2) 時間限定の演出 ～街を演出する特別な時間～ （都心臨海部各施設） 

メインビューポイントを大さん橋屋上デッキとし、都心臨海部の歴史的建造物や港のラン

ドマークとなる施設など、街全体を音楽に合わせて一体的にライトアップしたイルミネーシ

ョンショーを時間限定で実施します。 

（R4 演出 参考 URL「神奈川県ドローン協会」：https://youtu.be/NDvvU3pCoKQ） 

【楽曲数】２曲（１曲は新規、もう１曲は既存曲を利用し２曲で演出予定） 

【演出時間】30 分ごとに５分間程度（17 時 30 分開始、21 時 05 分最終）（予定） 

【メインビューポイント】横浜港大さん橋国際客船ターミナル屋上デッキ 

【その他のビューポイント（想定）】臨港パーク、横浜ハンマーヘッドクレーン周辺、汽車

道、象の鼻パーク、山下公園 

【光の演出対象施設】横浜ランドマークタワー、大観覧車コスモクロック 21、横浜市庁舎

など、計 36 施設（予定）（資料②参照） 

 

ア 楽曲の制作 

・２曲の演出を計８回／日行う。 

・１曲は、約５分間の楽曲を新規に制作する。 

・もう１曲は、よく知られている既存曲を利用し、編曲、録音等を行う。（４～５分間程度） 

なお、曲の選定にあたっては、権利関係費用含め予算の範囲内で行ってください。 

（コストを考慮し、著作権保護期間が満了した楽曲を利用する等検討してください。 

例：横浜市歌等） 

※ 実際の使用楽曲および曲ごとの実施時間・回数等については、受託者決定後協議の上、 

決定します。 

イ 光の演出の制作 

２曲の音楽に合わせ、各々の曲ごとに 36 施設の光の連動演出の制作を行います。 

以下に留意し、資料②の対象施設を使った光と音楽による連動した演出内容を制作して
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ください。 

・大さん橋屋上デッキからの見え方を意識した演出とすること。 

・横浜の歴史・文化・自然を意識したテーマ・ストーリーを設定し、それを表現する演出

とすること。 

・テーマカラーとして「紫」を想定しています。紫を意識した演出となるよう検討するこ

と。 

・普段とは異なる特別な夜景演出となることを意識し、横浜ならではの港を活かした、街

全体が連動した光と音楽の演出を楽しめるようにすることや、繊細な色表現が可能なフ

ルカラー投光器の効果、レーザー・サーチライト等の強い光源の効果を生かした演出と

すること。 

・演出内容を映像で事前に確認し、関係機関協議で使用するため、わかりやすいシミュレ

ーション動画等を委託者の指定する日（９月上旬予定）までに作成すること。 

  

 参考：光の演出の実施 全体の流れ  

 ①当業務による演出の制作 

    ↓ 

 ②各対象施設の照明コントローラーにプログラム入力する「照明調達・運用等業務委託

事業者（別途、実行委員会より発注）」と受託者で、制作した演出内容を共有 

  共有方法については、両者で協議していただきます。 

    ↓ 

 ③「照明調達・運用等業務委託事業者」により、各対象施設の照明コントローラーにプ

ログラム入力 

    ↓ 

 ④委託者・受託者と「照明調達・運用等業務委託事業者」で光の演出の試験点灯・調整 

    ↓ 

 ⑤イベント実施 

    

上記のとおり、制作した演出内容を各対象施設の照明コントローラーにプログラム入力

する作業は、当業務に含みません。（使用するシステムは、建造物向けの IoT 照明ソリュー

ション「Interact Landmark」（一部はコントローラー＋GPS タイマー）で制御することを想

定しています）演出の実施にあたってはプログラム入力を行う事業者と調整し、演出内容

が確実に実施されるように努めてください。 

 （演出の制御技術の参照 https://yokohama-city.note.jp/n/n6707ca38a264） 

 

ウ 照明機材等の設置（資料②参照） 

(ｱ) 演出施設の現場調査、管理者との調整 

対象施設のうち、仮設で照明機材等を設置する施設について、設置可能位置や電源の

位置・容量、配線ルート等を確認するための現場調査を行います。（委託者も同行） 

調査の際、施工にあたっての条件等、施設管理者との調整を行います。 

(ｲ) 照明機材等施工プランの作成 
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現場調査及び管理者との調整をふまえ、照明機材の設置、電気・通信の配線等、施工プ

ランを作成します。設置する施設と使用する照明機材や通信設備等は資料②を参照してく

ださい。施設ごとの施工図及び施工費を事前に提出してください。 

(ｳ) 照明機材等の設置・撤去 

施工プランに基づき、照明機材の設置（角度調整含む）・撤去及び電気・通信の配線工

事を行います。 

現在、委託者が所有する照明機材（資料③参照）は、みなとみらい線新高島駅地下倉庫

に保管しています。施工スケジュールにあわせて保管場所から機材の搬出を行ってくださ

い。イベント終了後、設置した照明機材、電気・通信の配線等の撤去を行います。撤去し

た照明機材のうち、委託者が所有する機材は、委託者が指定する場所（保管場所変更予定）

へ搬入し、養生を行ってください。 

エ 音楽の同期の手配、準備 

時間限定の演出時に、公式ホームページから音楽が同期して聞けるようにします。 

オ その他実施に必要となる事項 

上記のほか、時間限定の演出の実施に必要となる事項を行います。 

 

(3) 新港中央広場の演出 ～まちなかできらめく特別な場所～（新港中央広場） 

事業全体の集客向上や大さん橋への誘導など、街の回遊性を高めることを目的とし、時間

限定の演出への参加及びそれ以外の時間も楽しめる光と音による空間を演出します。（照明等

の設置と音楽等の再生（スピーカー設置を含む）） 

ア 演出の制作 

来場者が広場内を楽しめる、横浜らしさを活かした光と音楽の演出を、以下の３点に留

意し作成してください。 

・「時間限定の演出」と連動した演出とすること 

・子どもも楽しめる体験型のインタラクティブな仕掛けを取り入れること 

・脱炭素の取組として、会場内において実行委員会等が用意する次世代自動車（EV・PHV・

FCV）の活用を予定しています。以下の想定を踏まえた演出を検討すること。 

 次世代自動車の活用想定  

内 容：演出への一部電力供給 

車 両：次世代自動車１台（EV・PHV・FCV の種別は未定） 

場 所：資料①参照（新港中央広場内） 

電 力：供給電力量約 10～60kWh／１台あたり（車種による） 

最大供給電力 1.5kW×３口 

その他：活用に伴い生じる車両移動等についても、本業務の中で対応 

※実施期間等の詳細については毎日可能かも含め、受託者決定後、協議して決定 

※横浜市の次世代自動車普及促進についての詳細 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/ondanka/etc/jisedai_car/zisedaizidousya.html 
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イ 会場計画の作成、管理者との調整 

現場調査・管理者との調整をふまえ、照明・映像・音響機材等の配置、電源計画、電気・

通信の配線、搬入・施工方法、動線、歩行者の安全対策等、会場計画を作成します。 

その他照明・音響機材等、必要となる機材・備品は本委託の中で用意してください。 

ウ 会場の設営・撤去 

会場計画に基づき、照明機材等の設置及び電気の配線工事・撤去等を行います。 

公園内は適宜植栽作業等があるため、管理事業者との調整や作業時の養生など、管理上

の指示に従い作業してください。 

エ 現状回復 

芝生等、イベント実施により傷ついた部分は、管理者と協議の上、原状回復を行います。 

オ その他実施に必要となる事項 

会場では来場者カウントを行ってください。 

上記のほか、新港中央広場の演出に必要となる事項を行います。 

 

(4) 光のオブジェ・スピーカーの制作・設置（都心臨海部各所） 

街なかにいる人たちが、時間限定の演出に気づける仕掛けとして、音楽を流すスピーカー

とフォトスポットにもなる光のオブジェをビューポイント（図１参照）に設置します。光の

オブジェは、イベント全体と統一感を持たせたものとしてください。 

光のオブジェ・スピーカーの設置については、６か所程度を想定していますが、想定以外

の場所での設置について妨げるものではなく、追加で候補があれば提案してください。 

なお、各々の設置位置では来場者カウントを行ってください。 

【メインビューポイント】横浜港大さん橋国際客船ターミナル屋上デッキ 

【その他のビューポイント（想定）】臨港パーク、横浜ハンマーヘッドクレーン周辺、汽車

道、象の鼻パーク、山下公園 

 ※場所の詳細は受託者決定後、協議の上決定します。 

    ※各場所について電源を確保しているものではありません。脱炭素の取組も考慮し、工

夫して電源確保に努めてください。 

 

【図１】ビューポイント等会場周辺の配置図 
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汽車道 

象の鼻パーク 山下公園 

横浜ハンマーヘッドクレーン周辺 

※橙色がビューポイント 

メインビューポイント 

横浜港大さん橋国際客船ターミナル 
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(5) イベント運営 

ア 運営計画の検討 

イベントの運営について、以下に留意し運営計画を作成します。 

・祝日やクリスマス時期など混雑が予想される日には増員を行うなど、円滑に運営できる

体制を整備すること。 

・12 月 31 日は通常の演出を延長して実施予定のため、延長に合わせた運営・警備等を行う

こと。 

・新型コロナウイルス感染症等について、国や自治体からの通知が発令されたときは、通

知に基づいた適切な対応をとること。 

・委託者と協議の上、以下の内容を含めた実施運営マニュアルを作成すること。 

①イベント全体概要 

②イベント実施体制図、運営体制図（連絡先一覧を含む） 

③会期スケジュール 

④運営・警備詳細（配置含む） 

⑤緊急時対応 

⑥備品リスト 

⑦案内サイン計画 

⑧案内・誘導（問い合わせ対応含む） 

⑨その他委託者と協議し、必要と判断されるもの 

イ イベント運営に必要な機材の調達・保管 

・イベント運営に必要な機材を用意し、保管すること。 

・設置する機材は暗い会場の中で来場者にもわかるよう、視認性に配慮すること。 

・嘔吐物処理キット等イベント開催時に必要と想定される物品を備えておくこと。 

ウ 統括責任者及び運営ディレクターの設置 

・統括責任者（６(1)「当イベント制作業務のクリエイティブディレクション」アと同一） 

会場運営及び警備実施等の全体を統括し、緊急時には現場に駆けつけ対応にあたること。 

・運営ディレクター 

上記の統括責任者を補佐し、統括責任者が不在の場合にその職務を代行する。運営ディ

レクターは、イベント開催期間中は会場に常駐し、準備、片付け、スタッフ等の統括を

行うこと。 

エ スタッフ等の人員配置 

運営マニュアルに基づいて人員を配置し、円滑にイベントの運営を行います。 

・来場者からのイベント内容の問合せ対応や、遺失物・拾得物・迷子の対応も行うこと。 

・来場者から、運営スタッフの判別がつくよう、夜間でも視認性が高い蛍光ビブスや反射

たすき等を着用するなど工夫すること。 

・会場内の誘導にあたってはきちんとアナウンスを行うこと。 

オ 警備の実施 

新港中央広場内や広場周辺における雑踏事故、交通事故等を防止するため、警備員によ

る誘導整理等を行います。警備員は、警備業法に定める要件を満たすものとし、服装は公
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安委員会届出の制服を着用してください。また、警備に必要な備品等を手配してください。 

なお、以下の巡回頻度等の詳細は、警察や施設管理者等の指示を踏まえ、委託者と協議

し最終決定します。 

・イベント期間の開催時間中は、警備員は、新港中央広場のワールドポーターズ側と赤レ

ンガ倉庫側の入口に各 1 名配置するとともに、混雑時にはもう 1 名以上配置し、路上駐

車を防止するなど必要に応じて巡回要員を配置すること。（資料①参照） 

・開催時間外は、新港中央広場、光のオブジェ・スピーカー設置場所、その他施設管理者

の指示により必要となる場所（港湾緑地等）において、警備員による巡回警備を行うこ

と。 

・施工・撤去期間は、作業時間内は常駐、作業時間外は巡回により警備を行うこと。 

・施工・撤去期間やイベント開催時以外の時間帯の防犯対策や、広場利用者に対する安全

対策（歩行時に危険となる機材のバリケード設置、養生、簡易照明の設置等）を講じる

こと。 

カ 日次報告書の作成 

毎日本業務の日次報告書を作成し、翌日 14 時までに実行委員会事務局及び横浜市にデー

タで提出してください。また、事故・トラブル等が起きた場合は、速やかに報告し対応を

仰ぐとともに、事件事故報告書を作成し提出してください。 

キ イベント保険への加入について 

受託者は損害保険会社により提供されている、実施内容に対応したイベント保険等に加

入し、当該保険からの保険金により損害賠償責任に対応してください。なお、対人補償の

保険金額は１億円以上としてください。 

ク 案内看板（インフォメーションボード）および案内サイン等の設置 

来場者へのおもてなしや回遊の促進のため、会場案内を設置してください。案内サイン

は日英２か国語表記とし、分かりやすいサイン表示としてください 

・新港中央広場、大さん橋屋上デッキにおいては、案内サイン等を制作・設置すること。 

・新港中央広場、大さん橋屋上デッキ、山下公園の３カ所を目安に、イベント全体の案内

看板を設置すること。 

  ケ 来場者カウント 

大さん橋屋上デッキ、スピーカーと光のオブジェ設置箇所６か所（予定）において来場

者人数を毎日カウントし、概ね週１回報告してください。また、終了後速やかに全体の結

果報告を行ってください。計測方法等については、受託者決定後、協議します。 
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(6) 広報連携 

広報業務は別途、広報 PR 事業者により実施するため、本受託者も協力してください。 

ア 広報担当者の配置 

実行委員会や横浜市及び、広報 PR 事業者との調整を行う広報担当者を１名配置します。 

７月上旬から必要に応じ、横浜市や広報 PR 事業者との広報打合せに同席してください。 

イ イベントの PR につながる動画の作成 

内容について委託者と協議し、次ページ表のとおり動画を３本制作します。 

空撮については、神奈川県ドローン協会に当業務で委託し実施してください（R4 委託費

20 万円程度）。発着場所管理者との調整等も行い、協力して撮影にあたり、下記表②③の動

画で有効活用してください。 

音楽は時間限定の演出と同様のものを使用してください。 

種類 時間 内容 目的 提出期限 

①PR 動画 

（速報版） 

１分 30 秒

程度 

広場や時間限定の演出等

の全体像など、本業務で受

託者が実施する演出のプ

ロモーション動画 

イベント開始直後

にPRとして使用す

るため 

令和５年 

12 月１日 

（予定） 

②PR 動画 

（完成版） 

１分 30 秒

程度 

イベントの様子や広場の

賑わい、俯瞰した時間限定

の演出（空撮）などを撮影

したプロモーション動画 

イベント期間中盤

にPRとして使用す

るため 

令和５年 

12 月 11 日 

（予定） 

③報告用 

動画 

３分程度 当業務関連の内容と、時間

限定の演出に参加する全

ての施設を収めた動画（説

明用のテロップを入力す

ること） 

次年度の新規協賛

企業や施設の開拓

用として使用する

ため 

令和６年 

１月 31 日 

（予定） 

 

 (ｱ) 企画・構成制作 

各動画について企画・構成案を作成し、委託者と協議のうえ内容を決定します。 

(ｲ) 撮影 

・決定した構成に基づき、動画の制作に必要な映像の撮影を行うこと。 

・撮影に際し、使用料等の費用が発生する場合は、受託者で負担すること。 

・撮影許可が必要な場合は委託者や横浜市と調整し、受託者が申請すること。 

・空撮にあたっては、受託者において必要な許可の申請を行い、安全に十分配慮して実施

すること。 

・撮影に係る肖像権・著作権処理も当業務に含むこと。 

・提出後、修正・調整等を依頼する場合、提出期限についてはその都度の指示に従うこと。 

(ｳ) 編集 

・画質：ウェブサイトでの掲載が可能な画質（480ｐ等） 



9 

・ファイル形式：ウェブサイト掲載及びパソコン再生が可能なフォーマットとし、その用

途に適した形式を委託者と協議し、決定します。 

ウ その他 

 以下の内容を、広報 PR 事業者に別途発注します。 

※６月下旬に広報 PR 事業者を決定予定 

(ｱ) 本イベントの広報 

     ・広報ツールの制作（ちらし、ポスター、マップ、デジタルサイネージ等） 

・インターネット、SNS（Twitter、Instagram、YouTube）による広報 

・市内、首都圏鉄道等への広告掲出 

(ｲ) 本イベントのパブリシティ 

・メディア等への情報発信 

・プレスリリース 

・メディア対応窓口の設置 

(ｳ) 本イベントを活用したにぎわい創出 

・デジタルスタンプラリーの実施 

        ・地域等と連携したにぎわい創出（クルーズ、イベント等） 

        ・地域のイルミネーションとの連携 

(ｴ) オープニングセレモニーの開催 

(ｵ) 記録・報告 

・記録写真、記録映像の撮影 

・本イベントのドキュメントブック作成 

  

(7) その他 

・上記の業務に関わる土地利用使用承認、警察等の関係機関協議及び横浜市景観計画との調

整（都市美対策審議会対応）、協議資料作成を行うこと。 

・寄附、機材提供等により、収入確保、コスト削減を図り、イベントを充実させること。 

  ・実行委員会所有物品（資料③参照）のうち、大型プロジェクター（3チップ DLP プロジェク

ター（PT-RZ31KJ））５台については、使用にあたりメンテナンスが必要な可能性がありま

す。機材確認の上、メンテナンスの際は、別途実行委員会と協議し実施すること。 

  ・イベント開始日は 11 月 27 日（月）ですが、開始前に関係者による事前確認を実施するた

め、開始日の１週間前には試験点灯ができるようスケジュール管理すること。 
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７ 成果品                                       

(1) 成果物 

ア 実施報告書及び会計報告書（最終の収支決算書） 

(ｱ) 日本工業規格Ａ４判簡易製本 １部 

(ｲ) 電子データ １式 

※実施報告書には市内中小企業への発注率・発注状況がわかる資料を含めてください。 

イ ロゴ等素材データ（６(1)イに示したもの等） 

下記の電子データ １式 

(ｱ) ロゴ 

(ｲ) キービジュアル 

(ｳ) イメージパース 

(ｴ) 作成動画 

(ｵ) 時間限定の演出に使用した音楽等 

(ｶ) 時間限定の演出シミュレーション動画 

ウ 時間限定の演出 施設照明機材等設置に係る施工図 

(2) 納入期限、納入場所 

履行期間内の委託者の指定する日までに、クリエイティブ・ライト・ヨコハマ実行委員会

に納入してください。納入期限は契約締結後、委託者と受託者の協議の上、決定します。 

(3) 著作権等 

成果物について生じ又は本件業務遂行の過程で生じる発明、考案又は創作について、特許

権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に定める権利を含

む。）等の知的財産権を受ける権利及び当該権利に基づき取得される知的財産権は、本件業務

の実施開始以前より受託者および受託者の各構成員が有していたものを除き、委託者に帰属

します。 

なお、委託者は、上記によらず下記の事項は行わないものとします。 

ア 成果物にソフトウェアが含まれている場合、リバースエンジニアリングその他の解析を

行うこと。 

イ 成果物にソフトウェアが含まれている場合、受託者の承諾を得ることなく当該ソフトウ

ェアのみを分離して使用すること。 
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８ 条件・制限等                                       

(1) 新港中央広場における条件・制限 

①禁止行為について 

ア 樹木の伐採、アンカーの使用など、土地（芝生等）または物件を傷つける行為 

※ やむを得ず、アンカー等を使用し、土地や物件の現状を変更する場合は、原状回復

が必要となります。 

イ 廃棄物の投棄等、不衛生な行為 

ウ 火気の使用 

※ 「８(1)⑤ 食品・物品の販売、募金について」に示す、食品の販売が許可された場

合、調理に必要な火気の使用が認められる場合があります。 

エ 指定された場所（資料①参照）以外への車両乗り入れ 

※ 養生等により、車両乗り入れが認められる場合があります。 

乗り入れの際は、車両情報を事前に申請し、管理者の指示に従ってください。 

オ 危険の恐れのある行為または他人の迷惑となるような行為 

カ 広告宣伝すること 

※ 「共催」「協賛」など、イベントの趣旨に沿ったもので、イベントとの関係が明記さ

れている場合は、掲出が可能です。「８(4)ウ 屋外広告物について」も参照してく

ださい。 

②植栽について 

資料①のエリアＢについては、横浜市が植栽を管理しています。植栽の手入れや植え替

え等が適宜行われますので、エリアＢにおけるイベントの施工、実施にあたっては、委託

者及び横浜市と協議の上、施工日程や演出エリア等の調整が必要となります。 

③設営中、撤去中の安全対策について 

機材等の設営時や撤去時においては、作業範囲及び機材・重機等が一時的に置かれる範

囲をカラーコーンとバー、もしくはフェンスで囲うことにより、広場利用者に対する安全

対策を徹底して行ってください。 

 また、設営中、撤去中においても 24 時間警備（夜間は巡回で可）を行ってください。 

  ④有料の企画について 

    新港中央広場において、イベントの趣旨に沿ったもので、イベントとの関連が明確な内

容に限り、来場者から費用を徴収してのイベント実施が可能な場合があります。 

実施にあたっては、委託者と受託者及び施設管理者である横浜市との協議の上、実施内

容を決定します。 

⑤食品・物品の販売、募金について 

食品や物品の販売は、イベントの目的の実現やイベント参加者の利便のために必要とな

る最小限の範囲において実施できる場合があります。 

また、募金についても、募金の趣旨・内容により実施できる場合があります。 

契約締結後、委託者と受託者及び施設管理者である横浜市との協議の上、実施内容を決

定します。 
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⑥新港中央広場のインフラ設備について 

新港中央広場における電気、通信、水道設備については次のとおりです。各種設備に要

する費用、光熱水費等については、受託者が負担します。 

ア 電気 

新港中央広場にイベントで使用できる電源はありません。仮設電源を引き込むか、ジ

ェネレーターを使用することが想定されますが、自然エネルギーの活用等、温室効果ガ

ス排出削減や脱炭素社会への取り組みに配慮した方策を積極的に取り入れて下さい。「６

(3)ア」のとおり、一部の演出については次世代自動車からの電力を使用してください。 

なお、仮設電源の引き込みには時間を要しますので、事前に電力会社にご相談するこ

とを推奨します。 

イ 通信 

新港中央広場には通信設備はありませんので、必要に応じて SIM ルーター等の通信設

備を導入してください。 

ウ 水道 

新港中央広場にある散水栓が使用できます。使用する際は、受託者が小メーターを設

置し、月ごとの使用量を委託者に報告の上、発生する水道料金を負担してください。な

お、排水設備はないため、使用する際は排水を踏まえた会場計画を策定してください。 

⑦施工期間 

新港中央広場をイベントで使用できるのは連続する 90 日以内（非連続は不可）となります。 

「90 日以内」には、施工、イベント開催（39 日間）、撤去の期間を含みます。 

(2) 時間限定の演出実施施設・回遊促進のための光のオブジェ等設置場所における条件・制限 

ア 施設管理者との調整について 

照明機材、光のオブジェ等の設置や音響機材の使用に係る施設管理者との交渉、事前現

場調査等については、委託者及び受託者双方で行います。 

なお、原則、施設管理者の指示に従って事業を進めます。 

昨年度実績のある施設においては、昨年度と同様の内容で実施許可を得られる前提です

が、実施内容に昨年度との変更点がある、または、施設側に何らかの変更がある場合は、

許可が得られない場合があります。その際は委託者と受託者との協議の上、実施内容・実

施場所を変更します。 

イ 施設のインフラ設備について 

時間限定の演出実施施設・回遊促進のための光のオブジェ等設置施設における電気、通

信設備については次のとおりです。施設管理上、電気、通信設備の施工を行う際は、施設

側に施工業者を指定される場合がありますので、留意してください。 

(ｱ) 電気 

原則、施設の電源を使用しますが、電源が確保できない施設では受託者側でジェネレ

ーターや蓄電池等を用意してください。電気は施設にご提供いただくよう交渉しますが、

必要に応じて、電気料金を受託者が負担します。（昨年度電気料金を負担した施設は資料

②を参照） 
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(ｲ) 通信 

時間限定の演出実施施設については、資料②を参照の上、SIM ルーターやモバイル 

wi-fi 等の通信設備を導入してください。通信費用は受託者が負担します。なお、施設と

の交渉により、施設の通信設備を使用することが出来る場合もあります。 

(3) 原状回復について 

新港中央広場および時間限定の演出実施施設、回遊促進のための光のオブジェ等設置場所

において、イベント開催後は、原則原状回復が必要となります。原状回復費用は受託者が負

担します。 

ただし、原状回復の期間及び範囲については、委託者及び各施設の管理者との協議の上、

変更できるものとします。 

(4) 景観・屋外広告物に係る制限 

ア 夜間景観ガイドライン 

横浜市では、夜間景観形成の方向性や演出方法に対する理解を深め、個別の計画や設計

に反映するとともに、市民や観光客が楽しむことのできる光のイベント等が一層促進され

ることにより、都心臨海部の夜間景観をより魅力的にしていくために「横浜市都心臨海部

夜間景観形成ガイドライン」を策定しています。本業務にあたっても当ガイドラインの考

え方を踏まえて実施してください。詳細は次のウェブページを参照してください。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/keikanchosei/nightviewing.html 

イ 景観計画、都市景観協議地区について 

新港中央広場が位置するみなとみらい 21 新港地区や、その周辺のみなとみらい 21 中央

地区、関内地区は景観法に基づく景観計画の景観推進地区、景観条例に基づく都市景観協

議地区に定められています。エリアや内容によって手続きが異なるため、景観所管部署（み

なとみらい 21 中央地区の場合は（一社）横浜みなとみらい 21 を含む）との協議をふまえ、

必要な手続きを主体的に調整し行ってください。 

また、みなとみらい 21 新港地区や関内地区の多くのエリアでは原則として映像装置を使

った屋外広告物が禁止されているため、映像装置を使用する場合は、広告物に該当する内

容の映像は上映できません（催事等のために一時的に設置するものは緩和の基準あり）。 

届出や協議など、横浜市の景観所管部署との調整については、共催者である横浜市にぎ

わいスポーツ文化局も実現に向け協力しますが、内容により、実施できない場合がありま

す。その際は委託者と受託者との協議の上、実施内容を変更していただきます。 

景観計画、都市景観協議地区についての詳細は次のウェブページを参照してください。 

(ｱ) みなとみらい 21 新港地区 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kowan/keikan/keikan.html 

(ｲ) みなとみらい 21 中央地区 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/mm21/keikansakutei/keikan.html 

https://www.ymm21.jp/div/basic-agreement.html 

(ｳ) 関内地区 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/toshin/kannaikangai/kannai/kannai-

keikan.html 
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ウ 屋外広告物について 

新港中央広場など屋外において、イベントを実施するためのサイン等を表示または設置

（以下「設置等」という。）する場合やプロジェクションマッピングで屋外広告物に該当す

る映像を投影する場合は、イの景観協議に加え、横浜市屋外広告物条例の適用を受けます。

そのため、条例で広告物の設置等が制限される場合があるほか、広告物の設置等に係る手

続きを行う必要があります。 

広告物の設置等の手続きにあたっては、横浜市の景観所管部署との調整について、本事

業の共催者である横浜市にぎわいスポーツ文化局も実現に向け協力しますが、提案内容に

より、実現できない場合があります。その際は委託者と受託者との協議の上、実施内容を

変更していただきます。詳細は、次のウェブページを参照してください。 

横浜市屋外広告物条例について 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/toshiseibi/koukokubutsu/ 

イベント広告物協議について 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/toshiseibi/koukokubutsu/okugaitetsuzuki/ibentokyougi.html 

エ 横浜市都市美対策審議会、イベント広告物協議について 

イベントの実施内容により、必要に応じて、イ・ウの法令に基づき、横浜市都市美対策

審議会、イベント広告物協議に横浜市が付議します。受託者は委託者及び横浜市と協議の

上、資料作成等を行います。 

(5) 音の規制について 

イベントにて音を出す際は、横浜市生活環境の保全等に関する条例に定める、事業所にお

いて発生する騒音規制に準じることとなっていますのでご留意ください。 

なお、新港中央広場においては、原則午後９時以降、象の鼻パークは午後８時以降、山下

公園は午後６時以降の音出しは控えることになっています。音の種類や音量により時間外の

音出しが認められる可能性があるため、当業務では施設所管課と事前確認等を行い、イベン

ト終了時までの音出しが行えるよう委託者と協力して調整してください。 

騒音の規制基準については、次のウェブページを参照してください。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kankyo-koen-gesui/kiseishido/soon/jorei/souonkisei.html 

(6) 委託業務に係る条件 

ア イベント実施に伴う法令等の手続について 

イベント実施に伴う、建築基準法、景観関係法令、航空法、消防法、港湾法、港則法、道

路法、道路交通法、都市公園法、河川法、食品衛生法等に係る、各種法令手続については、

受託者が遅滞なく行います。また、イベントの安全な開催のため、所轄の警察署への説明、

資料提供等についても、受託者が行います。 

必要に応じて、本事業の共催者である横浜市にぎわいスポーツ文化局が手続きを行う場

合も、イベントの実施内容に即した申請資料については、受託者が作成します。 

イ イベント実施に係る収支について 

(ｱ) 収支予算書・収支決算書 

契約締結後、受託者は「６ 委託業務内容」(1)から(5)それぞれについて、収支予算

書を作成し、提出してください。収支予算に変更があった場合は、都度収支予算書を提
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出してください。ただし、軽微な変更の場合は省略できるものとします。 

また、事業終了後も速やかに内訳を含めた収支決算書を作成し、提出してください。 

(ｲ) イベント実施に係る収入について 

受託者は、本業務委託費以外に提案時点で想定している収入、機材提供等がある場合

は、提案書に反映させてください。ただし、提案は現実的なものとし、実際の実施内容

と大幅な乖離のないようにしてください。 

なお、受託者が招致した協賛、寄附等について、受託者への協賛、寄附等（一企業への

協賛、寄附等）ではなく、イベントへの協賛、寄附等として取り扱います。そのため、協

賛企業等の相手方については委託者と受託者との協議の上、決定します。 

(ｳ) 経理について 

業務を遂行するために契約を締結し、また支払いを行う場合には、公正かつ最小の費

用で最大の効果を上げ得るよう、経費の効率的使用に努めてください。 

ウ 横浜市中小企業振興基本条例を踏まえた取組の実施 

受託者は、本事業が横浜市の関わる事業であることを踏まえ、横浜市中小企業振興基本

条例の趣旨を理解し、物品及び役務の調達等にあたり、市内中小企業への発注率が 30％以

上となるよう努めてください。 

横浜市中小企業振興基本条例については、次のウェブページを参照してください。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/keizai/horei/jorei/shinko.html 

エ バリアフリーへの配慮について 

イベントの実施にあたっては、ユニバーサルデザインの視点に立ち、障害の有無や年齢、

性別などに関係なく、だれもが自由に参加できるイベントになるようバリアを取り除く取

組を行い、受入環境整備を図ってください。 
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資料②
資料②　照明機材等の設置（予定）　※着⾊部分はR5新規施設

番号 地区
設置区

分
所有 施設名 照明設置

SIMルーター
設置

制作側
電気代負担

照明
プログラム
検討・制作

照明プログラム入力 照明機材 備考

1
MM
中央

仮設 民間 横浜メディアタワー 〇 〇 〇 照明調達業務に含む
フルカラー投光器６台を仮設設置（大さん橋側4、海側2台）
・ReachElite IntelliHue：６台（所有物品）

2
MM
中央

常設 民間
みなとみらいグランドセントラルタ
ワー

〇 照明調達業務に含む
施設のライン照明・フルカラー投光器を活用
・iColor Cove QLX：690本）　・ColorBurst 12：42台

3
MM
中央

常設 民間 MARK IS 〇 〇 照明調達業務に含む
3か所フルカラー照明あり。グランモール公園側のエントランス部
分のみ連動予定

R5新規

4
MM
中央

常設 市 みなとみらいホール 〇
照明調達業務に含む

（要施設調整）
施設のフルカラー投光器等を活用

5
MM
中央

施設側
で仮設

民間 ぷかり桟橋 〇 照明調達業務に含む 施設のフルカラー投光器等を活用

6
MM
中央

仮設 民間
ヨコハマ グランド インターコンチネン
タルホテル

〇 〇 照明調達業務に含む
フルカラー投光器13台を仮設設置（広場側壁面）
・ColorReach Powercore RGB：13台（所有物品）

6
MM
中央

施設側
で仮設

民間
ヨコハマ グランド インターコンチネン
タルホテル　サーチライト

〇 〇 照明調達業務に含む
施設のサーチライトを活用
・ウシオ電機LDP-500　1台

7
MM
中央

常設 民間 横浜ベイホテル東急 〇 照明調達業務に含む
施設のフルカラーライン照明を活用
・ウシオ電機LEDカラーバー：528本

8
MM
中央

常設 民間 横浜ランドマークプラザ 〇 照明調達業務に含む 施設のフルカラー投光器（壁面）、ライン照明を活用

9
MM
中央

常設 民間 横浜ランドマークタワー 〇 照明調達業務に含む
施設のフルカラー投光器を活用（頂部付近２面）
・Color Burst intellihue × 22台

10
MM
中央

常設 民間 コレットマーレ 〇 〇 照明調達業務に含む
施設のフルカラー投光器（壁面）、ライン照明を活用（頂部）
・壁面 Color Blast 12： 323台　・頂部 iColor Flex SLX：28本

11
MM
新港

常設 市 女神橋 〇
照明調達業務に含む

（要施設調整）
施設のフルカラー投光器を活用
・panasonic D27420K：４台

12
MM
新港

常設 市 ハンマーヘッドクレーン 〇 〇 照明調達業務に含む
施設のフルカラー投光器を活用
・ColorReach Powercore RGB：６台

13
MM
新港

常設 民間 横浜ハンマーヘッド 〇 照明調達業務に含む 施設の建物外周のライン照明、屋外通路の街路灯の活用

14
MM
新港

常設 民間 横浜ワールドポーターズ 〇 照明調達業務に含む 施設の建物頂部外周のランプ型照明（ルーメン）の活用

15
MM
新港

常設 民間 大観覧車コスモクロック21 〇 施設運営会社と調整 施設のライン照明・フルカラー投光器を活用

16
MM
新港

常設 民間 よこはまコスモワールド 〇 照明調達業務に含む
施設のフルカラー投光器を活用（ジェットコースター・ガラスブロッ
ク・アイスワールド周辺）
・ColorBurst Powercore ：22台

17
MM
新港

仮設 民間 ナビオス横浜 〇 〇 〇 照明調達業務に含む
フルカラー投光器７台を仮設設置（広場側壁面）
・ReachElite IntelliHue ：7台（所有物品）

18
MM
新港

仮設 市 新港中央広場

19
MM
新港

仮設 市 赤レンガパークの水際線 〇 〇 〇 〇 照明調達業務に含む
フルカラーライン照明を仮設設置（大さん橋側）
・icolor Accent Compact（540mmピッチ）76本（所有物品）

20 関内 仮設 民間
アパホテル＆リゾート
〈横浜ベイタワー〉

〇 〇 〇 照明調達業務に含む
フルカラー投光器19台を仮設設置（広場側壁面角、頂部２面）
・ReachElite IntelliHue 200：2台（レンタル）
・ColorBurst IntelliHue Powercore ：17台（レンタル）

21 関内 常設 市 横浜市庁舎 〇 照明調達業務に含む
施設のフルカラー投光器を活用（エコボイド2面）
・ColorReach Powercore RGB：10台

22 関内 仮設 市 横浜市庁舎　水辺プラザ 〇 〇 照明調達業務に含む 所管課の照明を使用

23 関内 仮設 県 神奈川県警察本部庁舎 〇 〇 〇 照明調達業務に含む
フルカラー投光器4台を仮設設置（広場側壁面）
・ReachElite IntelliHue200 Powercore：２台（機材提供）
・VAYA Flood HP RGB：４台（機材提供）

24 関内 仮設 国 横浜税関 〇 〇 〇 照明調達業務に含む
フルカラー投光器27台を仮設設置（頂部３面、海側壁面）
・ColorBlast Powercore：27台（レンタル）

25 関内 常設 県 神奈川県庁本庁舎 〇 照明調達業務に含む
施設のフルカラー投光器を活用（頂部４面、日本大通り側壁面）
・Color Blast IntellihuePowercore：78台

26 関内 仮設 市 山下臨港線プロムナード 〇 〇 〇 〇 照明調達業務に含む
フルカラーライン照明を仮設設置（大さん橋側）
・Flex Compact gen3 RGB：9本（所有物品）

27 関内 仮設 民間 シタディーンハーバーフロント横浜 〇 〇 〇 照明調達業務に含む 1面：Flex Compact gen3 RGB, 100㎜ﾋﾟｯﾁ8本（レンタル）
R5新規
2023年6月開業予定

28 関内 常設 市 大さん橋ふ頭ビル 〇 照明調達業務に含む
施設のフルカラー投光器を活用（４面）
・ColorReach Powercore RGB：８台

29
関内
山下

仮設 市 山下公園の水際線 〇 〇 照明調達業務に含む
フルカラーライン照明を仮設設置
・iColor Accent Compact：58台（所有物品）

30
関内
山下

仮設 県 神奈川県民ホール 〇 〇 〇 照明調達業務に含む
建物頂部にフルカラーライン照明を仮設設置（海側頂部）
・Flex Compact gen3 RGB,（300㎜ﾋﾟｯﾁ）×8本（所有物品）

31
関内
山下

仮設 民間 NHK横浜放送局（タワー） 〇 〇 〇 照明調達業務に含む ・海側壁面 ReachElite IntelliHue ：4台（所有物品）

32
関内
山下

仮設 民間 ホテルニューグランド 〇 〇 〇 照明調達業務に含む ・Flex Compact gen3 RGB：6本（所有物品）

33
関内
山下

常設 市 マリンタワー 〇 照明調達業務に含む
施設のフルカラー投光器を活用
・ColorReach Powercore RGB：10台

33
関内
山下

常設 市 マリンタワー　サーチライト 〇 照明調達業務に含む
施設のサーチライトを活用
・ウシオ電機LDP-500　2台

34
関内
山下

仮設 民間 氷川丸 〇 〇 〇 照明調達業務に含む
・Flex Compact gen3 RGB,：13本（所有物品）
・ColorReach Comapct：4台（所有物品）
・ColorBlast Powercore gen4：６台（所有物品）

35 その他 常設 民間 GUNDAM FACTORY YOKOHAMA 〇 施設運営会社と調整 施設のフルカラー投光器等（GUNDAM DOCK）を活用

36 その他 新設 市 ハマウイング 市設置予定 〇 〇 照明調達業務に含む 投光器4台予定 R5新規

　新港中央広場の演出の中で実施



資料③

資料③　委託者（実行委員会）所有物品一覧

現保管場所：みなとみらい線新高島駅地下倉庫（横浜市西区みなとみらい５－１）

個数

22

13

10

7

4

6

33

134

iColor Accent Compact RGBW用ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ・ｼﾞｬﾝﾊﾟｰｹｰﾌﾞﾙ等関連機材 一式

5

3チップDLPプロジェクター用　固定焦点レンズ（ET-D3LEU100） 5

レンズ固定アタッチメント金具（ET-PLF20） 5

12

12

1

※ 別紙仕様書参照

※

4ch デジタルパワーアンプ（WP-DM912）

現保管場所は駅構内にあるため、搬出入等で倉庫内に入る場合は１週間前までに、実行委員会を通
して横浜高速鉄道株式会社の許可を得る必要があります。
なお、駅のエレベーターは開口部幅70cm程度のためご留意ください。

品名

照明コントローラー（Light System Manager）

フルカラー投光器（ColorReach Powercore gen2 RGB）

フルカラー投光器（ReachElite IntelliHue 200）

フルカラー投光器（ReachElite High Output IntelliHue 200）

フルカラー投光器（ColorReach Compact Powercore RGB）

フルカラー投光器（ColorBlast Powercore gen4 RGB）

フルカラーLED照明　ひも状（Flex Compact gen3 RGB）

フルカラーLED照明　棒状（赤レンガパーク・山下公園用／iColor Accent Compact RGBW）

3チップDLPプロジェクター　(30,000lm　WUXGA）（PT-RZ31KJ）

充電式作業灯（YC30-N）

全天候型スピーカー（WS-LB301）
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